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１
月
５
日
（
月
）
〜
２
月
９
日
（
月
）
の
申

告
相
談
に
は
、
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
ま
た
は
電
話
で
の
事

前
予
約
が
必
要
で
す
。

令
和
７
年
分
の
確
定
申
告
は
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た

「
ご
自
宅
等
か
ら
の
e -

T
a
x
申
告
」
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

操
作
方
法
や
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
の
連
携
に

つ
い
て
は
、
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
ま
た
は
左

の
Q
R
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

次
に
当
て
は
ま
る
人
は
、
所
得
税
の
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

◦
事
業
、不
動
産
、譲
渡
な
ど
の
所
得
が
あ
り
、

所
得
税
の
納
付
が
必
要
に
な
る
人

◦
給
与
を
1
か
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
給
与

以
外
の
所
得
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
、
か

つ
所
得
税
の
納
付
が
必
要
に
な
る
人　
な
ど

※
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不

要
で
も
、
市
民
税
・
県
民

税
の
申
告
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

と

き
／
2
月
16
日（
月
）〜
3
月
16
日（
月
）

9
〜
17
時
（
土・日
曜
日
、祝
休
日
を
除
く
）

と�

こ
ろ
／
富
士
市
交
流
プ
ラ
ザ
２
階

多
目
的
ホ
ー
ル

と　
き
／
2
月
3
日
（
火
）
〜
５
日
（
木
）

9
時
30
分
〜
16
時
（
12
〜
13
時
は
休
み
）

と
こ
ろ
／
県
富
士
総
合
庁
舎
2
階
2
0
1
号
室

対�　
象
／
年
金
・
給
与
所
得
者
及
び
事
業
・
不
動

産
所
得
者
（
前
年
の
所
得
金
額
が
3
0
0
万

円
以
下
か
つ
、
前
々
年
の
課
税
売
上
高
が

3
0
0
0
万
円
以
下
の
人
）

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
は
、原
則
と
し
て
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
７
年
（
2
0
2
5
年
）分
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
期
限
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
お
早
め
にに
!!

ご
注
意
く
だ
さ
い

▲国税庁
ウェブサイト

書
か
な
い
確
定
申
告
！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
e︲T
a
x

1
確
定
申
告
会
場
の
ご
案
内

※�

会
場
で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
使
用
し
た
申
告
書
の
作
成
指
導
や
、

申
告
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
両
方
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

税
務
署
内
に
申
告
会
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※�

駐
車
場
・
周
辺
道
路
は
混
雑
し
ま
す
。
公
共
交

通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

自
宅
な
ど
で
作
成
済
み
の
申
告
書
は
、
郵
送

な
ど
に
よ
り
「
名
古
屋
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー

沼
津
分
室
（
富
士
税
務
署
）
」（
〒
4
1
0

-

８
５
５
３　
沼
津
市
市
場
町
９
番
１
号
（
沼
津

合
同
庁
舎
）
）に
提
出
で
き
ま
す
。

▼�

年
金
受
給
者
及
び
住
宅
ロ
ー
ン
で

　
　
　
　
　
　
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
人
へ

年
金
受
給
者
や
令
和
７
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン

で
住
宅
を
新
築
・
購
入
し
た
人
を
対
象
に
、
申

告
書
の
作
成
指
導
を
行
い
ま
す
。

と

き
／
2
月
10
日
（
火
）
〜
13
日
（
金
）　

　
9
〜
17
時
（
祝
休
日
を
除
く
）

と
こ
ろ
／
富
士
市
交
流
プ
ラ
ザ
２
階

多
目
的
ホ
ー
ル

2
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

持
ち
物

(

確
定
申
告
は
❶
〜　
　、
市
民
税
・

県
民
税
の
申
告
は
❶
〜
❻
を
必
要
に

応
じ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

★
申
告
者
本
人
及
び
扶
養
親
族
等
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
が
必

要
で
す
。
本
人
に
関
す
る
❶
❷
の
書
類

は
原
本
）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

❶
番
号
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
通
知
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記

載
の
住
民
票
の
写
し
の
い
ず
れ
か
）

※
確
定
申
告
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
発
行
時
に
設
定
し
た
、
次
の
パ
ス
ワ

ー
ド
も
必
要
で
す
。

◦
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書(

数
字
４
桁)

◦
署
名
用
電
子
証
明
書(

英
数
字
６
〜
16

文
字)

❷
身
元
確
認
書
類

1
点
で
確
認
で
き
る
も
の
／
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
障
害
者
手
帳
、
顔
写
真

つ
き
身
分
証
明
書　
な
ど

2
点
で
確
認
で
き
る
も
の
／
資
格
確
認

書
、
年
金
手
帳
、
住
民
票
の
写
し
、

源
泉
徴
収
票　
な
ど

※
市
民
税
・
県
民
税
で
代
理
人
申
告
の
場

合
、
次
の
A
〜
C
が
必
要
で
す
。

A
申
告
者
本
人
の
番
号
確
認
書
類
、
B

代
理
人
の
身
元
確
認
書
類
、
C
本
人
が

作
成
し
た
委
任
状
や
戸
籍
全
部
事
項
証

明
書
な
ど
の
代
理
権
の
確
認
書
類

❸
令
和
７
年
１
〜
12
月
中
の
所
得
を
証
明
で

き
る
も
の （
給
与・年
金
の
源
泉
徴
収
票
、

報
酬
な
ど
の
支
払
調
書
、そ
の
他
帳
簿
類
）

税務相談
チャットボットも
ご利用ください

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
、
贈
与
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

▼
3
月
16
日
月
ま
で

個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地
方
消
費
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

▼
3
月
31
日
火
ま
で

●11

▲動画で見る
　確定申告

▲マイナポー
　タル連携

問
合
せ
／

確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー（
富
士
税
務
署
） ☎
0
5
4
5（
61
）2
4
6
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

            （
番
号
「
０
」
を
選
択
）

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）　
☎
0
5
7
0（
00
）5
9
0
1

eイ
ー︲
Tタ
ッ
ク
ス
a
x
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク   

☎
0
5
7
0（
01
）5
9
0
1

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人

!
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各
会
場
へ
の
入
場
に
は
、
整
理
券
が

必
要
で
す

会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め
、
会
場
へ
の

入
場
は
、「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
入
場
整
理
券
は
各
会
場
で
当
日

配
布
し
ま
す
。

※
会
場
の
状
況
な
ど
に
応
じ
、
配
布
を
早
め

に
終
了
す
る
こ
と
や
、
後
日
の
来
場
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

富
士
市
交
流
プ
ラ
ザ
で
の
入
場
整
理
券

は
、
Lラ
イ

ン

I
N
E
（
左
の
Q
R
コ
ー
ド
）
か

ら
事
前
に
入
手
で
き
ま
す
。

!

問
合
せ
／
市
民
税
課（
市
役
所
3
階
）

�

☎
0
5
4
5（
55
）2
7
3
4

�


0
5
4
5（
53
）0
9
7
4

申
告
会
場
の
ご
案
内

と

き
／
2
月
16
日（
月
）〜
3
月
16
日（
月
）

9
〜
16
時
30
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

と
こ
ろ
／
消
防
防
災
庁
舎
7
階
大
会
議
室

市
民
税・県
民
税
申
告
書
は
2
月
５
日
（
木
）

頃
、
昨
年
の
申
告
で
送
付
を
希
望
し
た
人
に
発

送
し
ま
す
。
各
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
で

は
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
と
医
療
費
控
除
の

明
細
書
を
配
布
し
ま
す
。

申
告
の
際
は
ご
注
意
を
！

・・
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
会
場
、
出
張
受
付

会
場
で
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
受
け
付

け
ま
せ
ん
。

・・
給
与
・
公
的
年
金
等
以
外
の
収
入
に
係
る
市

民
税
・
県
民
税
を
給
与
天
引
き
で
は
な
く
自

分
で
納
付
す
る
人
は
、
そ
の
旨
を
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

・・
令
和
８
年
度
の
申
告
か
ら
、
給
与
や
所
得
が

複
数
あ
る
場
合
、
給
与
同
士
の
併
用
徴
収
を

選
択
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

郵
送
に
よ
る
申
告
方
法

申
告
書
に
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
電
話

番
号
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
し
、
下
段
の
持

ち
物
の
❶
❷
の
写
し
と
、
❸
〜
❻
の
う
ち
必
要

な
書
類
の
写
し
を
同
封
の
上
、
送
付
し
て
く
だ

さ
い
。

送
付
先
／
〒
4
1
7

−

8
6
0
1

富
士
市
役
所　
市
民
税
課

!

市
民
税
・
県
民
税
の
出
張
受
付

受
付
時
間
／
9
〜
16
時

★
2
月
18
日（
水
）浮
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

の
受
付
時
間
は
９
〜
12
時
で
す
。

※
改
修
工
事
の
た
め
、
原
田
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
で
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
書
は

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
作
成
で
き
ま
す

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、

作
成
し
た
申
告
書
を
印
刷

し
、
氏
名
な
ど
を
記
入
し

て
、
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

と

き

と

こ

ろ

（
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
）

2月
18
日
（
水
）

浮

島

19
日
（
木
）

吉

永

20
日
（
金
）

神

戸

24
日
（
火
）

須

津

25
日
（
水
）

丘

26
日
（
木
）

元
吉
原

27
日
（
金
）

天

間

3月
２
日
（
月
）

鷹

岡

３
日
（
火
）

岩

松

４
日
（
水
）

大

淵

５
日
（
木
）

富
士
川

６
日
（
金
）

松

野

９
日
（
月
）

田
子
浦

10
日
（
火
）

富
士
南

11
日
（
水
）

富
士
駅
北

12
日
（
木
）

富
士
駅
南

▲申告書の
作成

医
療
費
控
除
に
つ
い
て

�

医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
、
医
療

費
控
除
の
明
細
書
ま
た
は
医
療
保
険
者
な
ど

の
医
療
費
通
知
書
が
必
要
で
す
。

医
療
費
の
領
収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示
で

は
、
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

市
民
税
・
県
民
税

　

▼
3
月
16
日
月
ま
で

国
税
庁
L
I
N
E
▼

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

令
和
７
年
分
か
ら

適
用
さ
れ
る
税
制
改

正
の
詳
し
い
内
容
は
、

以
下
の
Q
R
コ
ー
ド

か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●11 ●10 ❹
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
な

ど
）・
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
（
旧

長
期
損
害
保
険
料
を
含
む
）
の
控
除
証

明
書
、
寄
附
金
な
ど
の
支
払
証
明
書
ま

た
は
領
収
書

❺
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な
ど
、

控
除
対
象
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る

も
の

❻
医
療
費
控
除
の
明
細
書
・
医
療
費
通
知
書

❼
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
持
っ
て
い
る
人
）

❽
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
）を
受
け
る
人
は
、
そ
の
必
要

書
類

※
控
除
を
受
け
る
た
め
の
要
件
や
必
要
な

書
類
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
国
税
庁

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
に
な
る
か
、
確

定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

❾
預
貯
金
口
座
番
号
（
本
人
名
義
）
が
分

か
る
も
の

　

令
和
６
年
分
申
告
書
（
控
）

　
筆
記
用
具
・
電
卓

税
制
改
正
が
あ
り
ま
す

令
和
８
年
度
か
ら
電
子
申
告
が

で
き
ま
す

詳
し
く
は
、
以
下

の
Q
R
コ
ー
ド
か
ら

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲給与同士の
　併用徴収

★

▲市県民税の
税制改正

▲市県民税の
電子申告


